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・ 法人、個人

・ 期間の定めはありません。

・ いつでもお預け入れできます。

・ １円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ いつでも払戻しできます。

・ 店頭に毎日表示しております利率を適用します。

・ 年２回（３月と９月の第二土曜日の翌日に普通預金へご入金します）

・ 毎日の最終残高 １,０００円以上について、付利単位を１００円として１年を

３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）が

かかります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ キャッシュカードによるお取引にあたっては、キャッシュカード規定に定める

手数料がかかります。（詳しくは「手数料一覧」をご覧願います）

　ただし、平日午前８時４５分から午後６時までの入出金については、全国の

信用金庫で無手数料にてご利用できます。

・ 個人は、定期預金を担保とする当座貸越をセットした「総合口座」のお取扱い

ができます。貸越利率は担保定期預金の約定利率に ０.５％を上乗せします。

　なお、期日指定定期預金の場合は、「２年以上」の利率に上乗せします。

・ マル優のご利用が可能な方はマル優のお取扱いができます。

・ カードご利用の場合は、テレホンバンキングサービスのお取扱いができます。

・ 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金等の自動受取りが出来ます。

・ 個人でカード利用ご希望の場合は、デビットカード・ローソンカードサービス

機能が自動的に付帯されます。（同サービス機能を希望されない場合はカード

お申込時に窓口へお申し出ください）。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

平成２２年１０月１日

（２）預入金額

払 戻 方 法

手 数 料

商 品 名

販 売 対 象

期 間

預 入

（３）計算方法

金 利 情 報 の
入 手 方 法

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

中途解約時の
取 扱

・

その他参考と
な る 事 項

付 加 で き る
特 約 事 項

普 通 預 金

税 金

（１）適用金利

（２）利払方法

（３）預入単位

利 息

（１）預入方法

普　　通　　預　　金

－１－



・ 法人、個人

・ 期間の定めはありません。

・ いつでもお預け入れできます。

・ １円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ いつでも払戻しできます。

・ 利息はつきません。

・ 利息がつかないので税金はかかりません。

・ キャッシュカードによるお取引にあたっては、キャッシュカード規定に定める

手数料がかかります。（詳しくは「手数料一覧」をご覧願います）

　ただし、平日午前８時４５分から午後６時までの入出金については、全国の

信用金庫で無手数料にてご利用できます。

・ 個人は、定期預金を担保とする当座貸越をセットした「総合口座」のお取扱い

ができます。貸越利率は担保定期預金の約定利率に ０.５％を上乗せします。

　なお、期日指定定期預金の場合は、「２年以上」の利率に上乗せします。

・ マル優の対象ではありません。

・ カードご利用の場合は、テレホンバンキングサービスのお取扱いができます。

・ 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金等の自動受取りが出来ます。

・ 個人でカード利用ご希望の場合は、デビットカード・ローソンカードサービス

機能が自動的に付帯されます。（同サービス機能を希望されない場合はカード

お申込時に窓口へお申し出ください）。

・ 預金保険制度により全額保護されます。

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

平成２２年１０月１日

その他参考と
な る 事 項

付 加 で き る
特 約 事 項

無 利 息 型 普 通 預 金

税 金

（３）預入単位

利 息

（１）預入方法

金 利 情 報 の
入 手 方 法

中途解約時の
取 扱

（２）預入金額

払 戻 方 法

手 数 料

商 品 名

販 売 対 象

期 間

預 入

普　　通　　預　　金

－2－



・ 法人、個人

・ 特に期間の定めはありません。

　ただし、据置期間は預入日から７日間とします。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １０,０００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ ８日目以降いつでも解約（払戻し）できます。

　ただし、解約予定日の２日前までに当金庫あて通知が必要となります。

・ 店頭に毎日表示しております利率を適用します。

・ 解約時（払戻時）に一括してお支払いします。

・ 預入日から解約日の前日までの日数について、付利単位を１，０００円として

１年を３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）が

かかります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 据置期間中に解約する場合は、解約日現在の普通預金利率により利息計算し、

元金とともにお支払いします。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

税 金

（１）適用金利

（２）利払方法

商 品 名

販 売 対 象

預 入

マル優のご利用が可能な方はマル優のお取扱いができます。

金 利 情 報 の
入 手 方 法

（３）計算方法

（２）預入金額

（３）預入単位

利 息

・

通 知 預 金

その他参考と
な る 事 項

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

（１）預入方法

期 間

払 戻 方 法

付 加 で き る
特 約 事 項

・

中途解約時の
取 扱

通　　知　　預　　金

－3－



・ 法人、個人

・ 特に期間の定めはありません。

・ いつでもお預け入れできます。

・ １円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。

・ 店頭に毎日表示しております利率を適用します。

・ 年２回（３月と９月の第二土曜日の翌日に納税準備預金へご入金します)

・ 毎日の最終残高１,０００円以上について､付利単位を１００円として１年を

を３６５日とする日割計算とします。

・ 利息には税金がかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、

（その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に毎日表示する普通預

金利率によって計算）個人は分離課税（２０％）、法人は総合課税（２０％)

がかかります。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

預 入

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

その他参考と
な る 事 項

（１）預入方法

付 加 で き る
特 約 事 項

中途解約時の
取 扱

金 利 情 報 の
入 手 方 法

（３）預入単位

利 息

（２）利払方法

（２）預入金額

（１）適用金利

納 税 準 備 預 金

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。・

商 品 名

販 売 対 象

期 間

払 戻 方 法

税 金

（３）計算方法

納　税　準　備　預　金

－4－



・ 個人のみとさせていただきます。

・ 期間の定めはありません。

・ いつでもお預け入れできます。

Ⅰ型（３０万円）→基準残高を３０万円とします。

Ⅱ型（１０万円）→基準残高を１０万円とします。

・ １円以上いくらでもお預け入れできます。

　ただし、新約時は基準残高以上お預け入れ願います。

・ １円単位とします。

・ いつでも払戻しできます。

Ⅰ型（３０万円）→無料払戻回数の制限があります。（１ヵ月５回以内）

Ⅱ型（１０万円）→無料払戻回数の制限はありません。

・ Ⅰ型（３０万円型）、Ⅱ型（１０万円型）とも店頭に毎日表示しております「基

準残高以上利率」、「基準残高未満利率」を適用し、毎日の最終残高がそれぞれ

の金額階層に該当する期間について当該期間における店頭表示のそれぞれの金額

階層の利率を適用します。

・ 年２回（３月と９月の第二土曜日の翌日に貯蓄預金へご入金します)

・ 毎日の最終残高１,０００円以上について､付利単位を１円として１年を３６５日

とする日割計算とします。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がかかりま

す。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ Ⅰ型は１ヵ月間（毎月１日から月末まで）に５回を超えて払戻しをする時は、そ

の回数を超えるそれぞれの払戻しについて､１０５円の手数料を自動徴求します｡

・ 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取り

はできません。

・ 「総合口座」のお取扱いはできません。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

期 間

（１）適用金利

（２）利払方法

その他参考と
な る 事 項

（１）預入方法

中途解約時の
取 扱

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・

平成２２年１０月１日

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

税 金

（３）計算方法

手 数 料

付 加 で き る
特 約 事 項

マル優のご利用が可能な方はマル優のお取扱いができます。・

貯 蓄 預 金

（３）預入単位

利 息

払 戻 方 法

商 品 名

販 売 対 象

預 入

（２）預入金額

貯　　蓄　　預　　金

－5－



・ 法人、個人

・ 最短預入期間を預入日から２週間とし、最長預入期間を預入日から２年目の

応答日までとする期日指定方式となります。

・ 一括でお預け入れできます。

・ ５,０００万円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １,０００万円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ 預入期間２年未満のものは満期日以降に一括してお支払いします。

・ 満期日が預入日の２年後の応答日として設定される場合には、預入日の１年

後の応答日に約定金利により中間利払をします。

・ 預入日から満期日（中間利払日含む）の前日までの日数について、付利単位

１,０００万円として１年を３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）

がかかります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 一般の預金と異なり、第三者に譲渡できます。（元金の一部譲渡はできませ

ん）

・ 満期日以降は利息がつきません。

・ この預金は、預金保険の対象とはなりません。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

その他参考と
な る 事 項

・ 満期日前の解約は出来ません。

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

付 加 で き る
特 約 事 項

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

（３）計算方法

利 息

譲 渡 性 預 金商 品 名

販 売 対 象

中途解約時の
取 扱

期 間

預 入

（１）預入方法

（２）預入金額

税 金

譲　 渡　 性 　預 　金

－6－



・ 法人、個人

・ 定型方式…１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、１年、２年、３年、４年、５年

・ 満期日指定法式…１ヵ月超～５年未満

・ 定型方式に限り自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ 自動継続後の利率は継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 預入期間２年未満のものは満期日以降に一括してお支払いします。

預入期間２年以上のものは中間利払日（預入日から満期日の１年前の応答日

までの間に到来する預入日の１年毎の応答日）以後及び満期日以後に分割し

て支払います。

  なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からそ

の中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率（約定利率×７０％）によ

り計算します。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）

がかかります。ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。

(貸越利率は担保定期預金の約定利率に０.５％上乗せした利率となります)

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払い

します。

なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算

します。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

付 加 で き る

（２）預入金額

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

（３）計算方法

スーパー定期［単利型］

期 間

預 入

（１）預入方法

商 品 名

販 売 対 象

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

利 息

その他参考と
な る 事 項

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・

中途解約時の

取 扱

税 金

特 約 事 項

自由金利型定期預金［Ｍ型］

－7－



・ 個人のみとさせていただきます。

・ 定型方式…３年、４年、５年

・ 満期日指定法式…３年超～５年未満

・ 定型方式に限り自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ 自動継続後の利率は継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 満期日以降に一括してお支払いします。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算で６ヵ月毎の複利計算されます。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がか

かります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。

(貸越利率は担保定期預金の約定利率に０.５％上乗せした利率となります)

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により６ヶ月毎の複利計算した期限前解約利息と

ともにお支払いします。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

中途解約時の
取 扱

その他参考と
な る 事 項

払 戻 方 法

（２）利払方法

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

スーパー定期［複利型］

期 間

・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

（３）預入単位

商 品 名

販 売 対 象

金 利 情 報 の
入 手 方 法

預 入

（１）預入方法

（２）預入金額

（３）計算方法

利 息

税 金

付 加 で き る
特 約 事 項

自由金利型定期預金［Ｍ型］
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・ 法人、個人

・ 定型方式…１年、２年、３年

・ 満期日指定法式…１ヵ年超～３年未満

・ 定型方式に限り自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 変動金利

・ 預入後６ヵ月間は預入時の店頭表示利率を約定利率として適用し、預入日

から６ヵ月毎の応答日に自由金利型定期預金６ヵ月ものを指標金利とした

算定方式により適用利率を変更します。

・ 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 中間利払日（預入日から満期日の前日までに到来する預入日の６ヶ月毎の

応答日）以後及び満期日以後に分割して支払います。

なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその

中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率（約定利率×７０％）により

計算します。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）

がかかります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができ

ます。

(貸越利率は担保定期預金の約定利率に０.５％上乗せした利率となります)

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払い

します。

なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算

します。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

（２）預入金額

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

（３）計算方法

利 息

変動金利定期預金［単利型］商 品 名

販 売 対 象

期 間

税 金

付 加 で き る
特 約 事 項

預 入

その他参考と
な る 事 項

金 利 情 報 の
入 手 方 法

（１）預入方法

・

中途解約時の

取 扱

変動金利型定期預金［単利型］
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・ 個人のみとさせていただきます。

・ 定型方式…３年

・ 自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 変動金利

・ 預入後６ヵ月間は預入時の店頭表示利率を約定利率として適用し、預入日

から６ヵ月毎の応答日に自由金利型定期預金６ヵ月ものを指標金利とした

算定方式により適用利率を変更します。

・ 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 満期日以降に一括してお支払いします。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算で６ヵ月毎の複利計算されます。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がか

かります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。

(貸越利率は担保定期預金の約定利率に０.５％上乗せした利率となります)

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により６ヶ月毎の複利計算した期限前解約利息と

ともに支払います。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

商 品 名 変動金利定期預金［複利型］

期 間

販 売 対 象

預 入

（１）預入方法

その他参考と
な る 事 項

（２）預入金額

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

（３）計算方法

利 息

中途解約時の
取 扱

金 利 情 報 の
入 手 方 法

付 加 で き る
特 約 事 項

税 金

変動金利型定期預金［複利型］
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・ 法人、個人

・ 定型方式…１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、１年、２年、３年、４年、５年

・ 満期日指定法式…１ヵ月超～５年未満

・ 定型方式に限り自動継続（元金継続、元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １，０００万円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １００円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 預入期間２年未満のものは満期日以降に一括してお支払いします。

預入期間２年以上のものは中間利払日（預入日から満期日の１年前の応答日

までの間に到来する預入日の１年毎の応答日）以後及び満期日以後に分割し

て支払います。

  なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からそ

の中間利払日の前日までの日数及び中間利払利率（約定利率×７０％）によ

り計算します。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１００円として１

年を３６５日とする日割計算とします。

・ 個人の利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）

がかかります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。

(貸越利率は担保定期預金の約定利率に０.５％上乗せした利率となります)

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払い

します。

なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算

します。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

大 口 定 期 預 金 ［ 単 利 型 ］

税 金

商 品 名

販 売 対 象

預 入

（１）預入方法

（２）預入金額

中 途 解 約 時

取 扱

付 加 で き る
特 約 事 項

期 間

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

（３）計算方法

利 息

その他参考と
な る 事 項

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

自 由 金 利 型 定 期 預 金

－11－



・ 個人のみとさせていただきます。

・ １年以上３年以内（据置期間１年）

満期日は、この預金の全部または一部について預入日の１年経過後から３

年までの任意の日を指定できます。

ただし、満期日の指定は１ヵ月前までに通知が必要となります。

預金の一部について満期日を定めるときは、１万円以上の金額で指定することが

必要です。

・ 預入日の申出により、最長預入期限を満期日とする自動継続（元金継続、

元利金継続）のお取扱いができます。

・ 一括でお預け入れできます。

・ １００円以上３００万円未満までお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ 自動継続後の利率は継続日における店頭表示利率を適用します。

・ 満期日以降に一括してお支払いします。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算で１年毎の複利計算とします。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がか

かります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保預金とすることができます。

(貸越利率は担保定期預金の「２年以上」の約定利率に０.５％上乗せした利率と

なります）

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により１年毎の複利計算した期限前解約利息ととも

にお支払いします。

・ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ

り計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容等の詳細については窓口へご照会ください。

・ 通帳式と証書式で取扱できます。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

その他参考と
な る 事 項

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・

期日指定定期預金［複利型］

預 入

（１）預入方法

（２）預入金額

商 品 名

販 売 対 象

期 間

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

（３）計算方法

利 息

付 加 で き る

特 約 事 項

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

税 金

中途解約時の
取 扱

期 日 指 定 定 期 預 金

－12－



・ 当庫において、公的年金口座振込指定された方(年齢制限なし)とします。

・ 対象預金は、スーパー定期１年ものとします。

・ 取扱期間中は、いつでもお預け入れできます。

・ １００円以上３００万円までお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

・ スーパー定期１年もの店頭表示金利に０.２％上乗せした利率とします｡

・ 満期日以降に一括してお支払いします。

・ 預入日から満期日の前日までの日数について、付利単位１円として１年を

３６５日とする日割計算とします。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がか

かります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率及び預入日

から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払い

します。

・ 金利はスーパー定期１年もの店頭表示金利に０.２％を上乗せした利率とな

ります。

詳しくは、窓口へご照会ください。

・ 取扱期間は限定されておりますので、詳しくは窓口にご照会ください。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

商 品 名

付 加 で き る
特 約 事 項

ま ご こ ろ 定 期 預 金

期 間

（２）利払方法

（３）計算方法

利 息

税 金

預 入

販 売 対 象

（１）預入方法

（２）預入金額

金 利 情 報 の
入 手 方 法

その他参考と
な る 事 項

（３）預入単位

払 戻 方 法

中途解約時の

取 扱

年金受給者向け優遇定期預金

－13－



・ 法人、個人

・ １年以上５年以内（据置期間３ヵ月）

・ 積立方式で据置期間を除き、いつでもお預け入れできます。

・ １００円以上いくらでもお預け入れできます。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に元金と利息を併せて一括払戻しします。

1.

（１）適用金利 ・ 固定金利（預入金額毎に預入時の店頭表示利率を満期日まで適用します）

ただし、契約期間が３年以上の場合には、満期日からさかのぼって２年毎に

利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日からの

期間が１年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日にお

けるその期間に応じた当金庫所定の自由金利型定期預金（Ｍ型）利率を適用し

ます。

・ 契約期間が３年未満の場合は、満期日以降に一括してお支払いします。

・ 契約期間が３年以上の場合は、前記（１）適用金利に記載の方法によって利息

を計算のうえ元金に組入れします。

・ 付利単位１円として１年を３６５日とする日割計算とします。

・ 利息には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）がか

かります。

　ただし、マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります。

・ 法人の利息にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 満期日前に解約する場合は、預入金額毎に預入日（利息を元金に組入れたときは

最後の利息計算日）から解約日の前日までの日数について、別表の預入期間に応

じた期限前解約利率により計算した利息とともにお支払いします。

・ 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合

には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとその利息が

保護されます。)

制度内容の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

平成２２年１０月１日

苦情処理措置
紛争解決措置

マル優のご利用が可能な方は、マル優のお取扱いができます。

・

税 金

金 利 情 報 の
入 手 方 法

・

中途解約時の

取 扱

その他参考と
な る 事 項

積 立 定 期 預 金

付 加 で き る
特 約 事 項

販 売 対 象

商 品 名

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

期 間

預 入

（１）預入方法

（３）計算方法

利 息

（２）預入金額

（３）預入単位

払 戻 方 法

（２）利払方法

積　立　定　期　預　金

－14－



・ 法人、個人

・ １年、２年、３年、４年、５年

・ 契約時において一定の期間及び掛込金額を定め払込みができます。

・ １,０００円以上とします。

・ １円単位とします。

・ 満期日以降に一括して給付契約金をお支払いします。

1.

（１）適用金利 ・ 固定金利

契約時に証書（通帳）に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。

・ 給付補てん金は満期日以後に一括してお支払いします。

・ 給付補てん金は、付利単位を１円として契約期間における掛金残高積数に年利

回りを乗じて計算します。

・ 個人の給付補填金には２０％（国税１５％、地方税５％）の税金（源泉分離課税）

がかかります（なお、マル優は利用できません）。

・ 法人の給付補填金にも２０％の税金（総合課税）がかかります。

・ 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により計算した利息と

ともにお支払いします。

①初回払込日から解約日までの期間が１年未満の場合は、解約日の普通預金利

　率とします。

②初回払込日から解約日までの期間が１年以上の場合は、約定年利回り×６０

　％とします。

　（ただし、解約日の普通預金利率を下限とします）

・ 払込みが延滞した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間を繰延べします｡

　ただし、満期日を繰延べない場合には、契約時の店頭表示年利回り（１年を

３６５日とする日割計算）の割合による遅延利息を徴求します。

・ 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。

・ 契約の種類は、毎月の掛金を定額で払込む方式となります。

掛金定額方式…１,０００円の整数倍とします。

・ 通帳式を利用すると契約後の掛込がＡＴＭにより入金および記帳ができます。

・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 １,０００万円まで

とその給付補てん金が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金が

ある場合には、それらの預金元本を合計して １預金者１,０００万円までとそ

の給付補てん金が保護されます。)

制度内容の詳細については窓口へご照会ください。

・苦情処理措置　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または倫理法務部「お

客様相談室」(9～17時、電話：0139-52-1058)にお申し出ください。

・紛争解決措置　東京弁護士会(電話：03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話：03-

3595-8588)、第二東京弁護士会(電話：03-3581-2249)の仲裁センター

等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様

は、当金庫営業日に、上記倫理法務部または全国しんきん相談所(9時

～17時、電話：03-3517-5825)にお申し出ください。

苦情処理措置
紛争解決措置

その他参考と
な る 事 項

金 利 情 報 の
入 手 方 法

商 品 名 ス ー パ ー 積 金

（２）給付補て

期 間

預 入

（１）預入方法

（２）預入金額

（３）預入単位

払 戻 方 法

利 息

（３）計算方法

付 加 で き る
特 約 事 項

中途解約時の
取 扱

税 金

販 売 対 象

　　　ん金の支

　　　払方法

(給付補てん金)

平成２２年１０月１日

・ 普通預金等からの自動振替による受入ができます。

・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

定　　期　　積　　金定　　期　　積　　金
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平成１１年１月４日現在
１．自由金利型定期預金［Ｍ型］（スーパー定期）

（小数点第３位以下は切捨て）

２．自由金利型定期預金（大口定期預金）
(1)預入日の１ヵ月後の応答日の前日までに解約する場合→下記①～③のうちいづれか低い利率による計算
　　　　　①　解約日における普通預金の利率　
　　　　　②　約定利率－約定利率×３０％
　　　　　③　約定利率－（基準利率－約定利率）×（約定期間－預入期間）

(2)預入日の１ヵ月後の応答日以後に解約する場合→下記①～②のうちいづれか低い利率による計算
　　　　　①　約定利率－約定利率×３０％
　　　　　②　約定利率－（基準利率－約定利率）×（約定期間－預入期間）

   但し、(1)③及び(2)②の算式により計算した利率が０％を下回るときは０％を下限とします。
　 なお、基準金利とは、解約日にこの預金の元本を預金通帳、証書記載の満期日まで新たに
　 預入するとした場合、その預入の際には適用される利率を基準として算出した当金庫所定の
　 利率をいいます。

３．期日指定定期預金

（小数点第３位以下は切捨て）

４．変動金利定期預金

（小数点第３位以下は切捨て）

契 約 期 間
預 入 期 間 １ヵ月以上３年未満 ３年以上４年未満 ４年以上５年未満 ５　年

約定利率×７０％２年６ヵ月以上３年未満 約定利率×９０％
約定利率×７０％２年以上２年６ヵ月未満 約定利率×７０％
約定利率×７０％１年６ヵ月以上２年未満 約定利率×６０％
約定利率×７０％１年以上１年６ヵ月未満 約定利率×５０％
約定利率×５０％６ ヵ 月 以 上 １ 年 未 満 約定利率×４０％

６ ヵ 月 未 満 解約日の普通預金利率

３ 年 未 満預 入 期 間 ３　　年

２ 年 以 上 利 率 × ７ ０ ％
２ 年 以 上 利 率 × ９ ０ ％

２ 年 以 上 利 率 × ６ ０ ％

解約日の普通預金利率

契 約 期 間

３年半以上４年未満

１年６ヵ月以上２年未満
２年以上２年６ヵ月未満
２年６ヵ月以上３年未満

預
入
期
間

６ ヵ 月 未 満
６ ヵ 月 以 上 １ 年 未 満
１年以上１年６ヵ月未満

約定利率×８０％

約定利率×７０％
約定利率×８０％

２ 年 以 上 利 率 × ５ ０ ％

約定利率×９０％ 約定利率×９０％

解 約 日 の 普 通 預 金 利 率
２ 年 以 上 利 率 × ４ ０ ％

約定利率×９０％ 約定利率×９０％

４年半以上５年未満
約定利率×９０％

約定利率×９０％ 約定利率×９０％
約定利率×９０％４年以上４年半未満

６ ヵ 月 未 満
６ヵ月以上１年未満
１年以上１年半未満

約定利率×７０％２年以上２年半未満 約定利率×７０％

約定利率×５０％
約定利率×５０％ 約定利率×４０％ 約定利率×４０％

３年以上３年半未満
２年半以上３年未満

１年半以上２年未満
約定利率×５０％約定利率×７０％

約定利率×７０％ 約定利率×６０％

約定利率×７０％ 約定利率×８０％

解約日の普通預金利率

預 入 期 間

預 入 期 間

約定利率×９０％

解約日の普通預金利率

約定利率×７０％
約定利率×６０％

解約日の普通預金利率 解約日の普通預金利率

約定利率×４０％
約定利率×５０％
約定利率×６０％

約定利率×３０％

定期預金の期限前解約利率一覧
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　　　　　　　　　 平成22年6月14日現在　単位:円 ) 

３万円未満

３万円以上

３万円未満

1ヵ月の基本手数料～ＦＢ→ 5,250円・ＨＢ→ 1,050円・ﾃﾚﾎﾝﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ→ 105円
３万円未満

３万円以上

送金手数料

送金・振込組戻手数料

代金取立手数料

取立手形組戻手数料

不渡手形返却料

取立手形店頭呈示料

代金取立手数料

取立手形組戻手数料

不渡手形返却料

金庫使用料(半年毎徴求)１ヵ月

入金帳交付料(１冊)

鞄使用料(５個まで無料)１個(１ヵ月)

～

残高証明発行手数料(１枚)

各種取引証明手数料(１枚)

事業者カードローン(発行時)

アンサーサービス基本手数料(１ヵ月)

１冊２５枚綴

１冊５０枚綴

約束手形用紙代(マル専)１枚

マル専口座開設手数料(割賦通知書１枚)

為替手形用紙代１冊(５０枚)

小切手帳代(１冊)

自己宛小切手発行手数料(１枚)

株式払込委託手数料(株式払込総額）

債券保護預り手数料(１ヵ月)

個人情報開示請求手数料（１件）

各種カード再発行手数料(１枚)

通帳・証書再発行手数料(１枚･１冊)

※ 土曜・日曜・祝日は出金のみです。

同一手形交換所
内

６３０ ６３０

同一手形交換所
外地域

８４０

６３０

２１０ ６３０

６３０

４２０ 至急扱

２１０ ２１０

日曜日･祝日

普通扱 ６３０

６３０

４２０

電　信

４２０

４２０

他金庫・他行

電　信

電　信 ５２５

６３０７３５ 文　書

文　書

夜 間 金 庫

４,２００

３,１５０

１,０５０

６３０

６３０

６３０

同一店内 本支店

４２０

１０５

１０５

窓口利用の
場合

２１０

６３０６３０

３１５

ＦＢ・ＨＢ
テレホン
バンキング
利用の場合 ３１５

６３０

６３０

６３０

４２０ ６３０

６３０

６３０

６３０ ６３０

６３０６３０

２１０

１０５

１,０５０

１,０５０

４２０

５２５

８４０

５２５

３,１５０

１０５

銀行等のｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞによる出金

※ ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ手数料  18:00～19:00

郵便局のｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞによる入出金 １０５ ２１０

無　料 無　料

全国にある信用金庫のｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ
による入出金

当金庫のｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞによる入出金

８４０

６３０

５２５

2.625/1,000

５２５

５２５

無　料 無　料 無　料

8:45～18:00 9:00～14:00 14:00～17:00  9:00～17:00

２１０

無　料 １０５ 無　料 １０５ １０５

１０５ ２１０ １０５ ２１０

平　　　日 土　曜　日

２１０

２１０

４２０

電　信

電　信１０５

３１５
電　信

５,２５０
セーフティバック使用料(年額)

１８,９００

約束手形用紙代(一般)

項 目

振込手数料

ＡＴＭ利用
の場合

現　金

カード
３万円以上

２１０

主 な 手 数 料 一 覧 表　１
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☆　両替手数料

～ 枚

～ 枚

～ 枚

～ 枚

枚以上

☆　精算手数料

～ 枚 ～ 枚

～ 枚 ～ 枚

～ 枚 ～ 枚

～ 枚 ～ 枚

～ 枚 ～ 枚

　以上、不定期利用の入出金精算手数料

　10,001枚を超える利用については、1,000枚毎に315円加算

　〇 夜間預金金庫、バック集金利用先については精算手数料不要

☆　バック集金等手数料
個数・形態別

頻度別

５０１

　〇　鞄等を持帰らずに訪問先にて集金業務が完了する場合は、頻度別基本手数料
　　　（週１回につき 6,300円の倍数）のみとする。

１～２個

バック

３～４個 ５～６個
ジュラルミンケース

（１個当り）

週 ２ 回

月額　12,600

〃

手 数 料取 引 内 容

不
定
期
利
用

１００

３００

５００

１,０００

１

１０１

３０１

〃

定
期
利
用

週 １ 回 利 用 契 約

週 2 回 利 用 契 約

週 3 回 利 用 契 約

週 4 回 利 用 契 約

毎 日 利 用 契 約

３,００１ ４,０００

〃

１ １,０００

１,００１ ２,０００

無　料

手 数 料

６３０

９４５

２,２０５

２,５２０

６,００１ ７,０００

２,８３５

３,１５０

８,００１

９,００１４,００１ ５,０００

７,００１ ８,０００

９,０００

１０,０００

１,２６０

１,５７５

２,００１ ３,０００

積 算 枚 数

無　料

１０５

２１０

３１５

４２０

１,０５０

２,１００

合計枚数にかかわらず

〃

３,１５０

４,２００

５,２５０

５,００１ ６,０００

月　額

月　額

手 数 料積 算 枚 数

１,８９０

月　額

月　額

月　額

定
期
利
用

週 １ 回 利 用 契 約 合計枚数にかかわらず 月　額

週 2 回 利 用 契 約 〃 月　額

２,１００

４,２００

週 3 回 利 用 契 約 〃 月　額 ６,３００

月　額 １０,５００

週 4 回 利 用 契 約 〃 月　額 ８,４００

取 引 内 容 手 数 料

週 １ 回

月額　 6,300
７,３５０ ８,４００ ９,４５０

１,０５０

毎 日 利 用 契 約 〃

１３,６５０

１９,９５０

週 ４ 回

月額　25,200

週 ３ 回

月額　18,900

全営業日

月額　31,500

２６,２５０

３２,５５０

２２,０５０

２８,３５０

３４,６５０

１４,７００

２１,０００

２７,３００

３３,６００

 　　　１,００１

３６,７５０

２,１００ ３,１５０ ５,２５０

１１,５５０

１７,８５０

２４,１５０

３０,４５０

１５,７５０

両替機利用カード再発行手数料

両　替　機　利　用　料

両替機利用カード発行手数料

1　枚

１,０５０

２５,２００

１,０５０

年　額

主 な 手 数 料 一 覧 表　２
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